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令和８年度 第３回横浜市民間資金等活用事業審査委員会 議事録 

日 時 令和８年５月25日（月）10時00分～12時00分 

開 催 場 所 横浜市北部汚泥資源化センター 管理棟２階会議室 

出 席 者 委員    ：齋藤真哉委員長、原悦子委員長代理、山口直也委員、芦谷典子委員、 

       黒石匡昭委員 

事業所管課等：下水道河川局下水道施設部北部下水道センター 平野担当課長、 

西田課長補佐ほか 

担当事務局 ：行財政局ファシリティマネジメント推進課 森地課長、巽係長 ほか 

欠 席 者 なし 

開 催 形 態 非公開 

次 第 議事 

終了予定ＰＦＩ事業に関する事業手法における民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律第５条に規定する効果検証にむけた調査

審議（事業概要説明及び現地視察等）について（協議） 

議 事 【事務局】 

本日は、終了予定ＰＦＩ事業に関する事業手法における民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律第５条に規定する効果検証実施するにあ

たっての第１回目となります。 

 

【齋藤委員長】 

委員会の運営について、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

まずは、本日の出席状況と定足数について御報告いたします。 

本日は、委員及び臨時委員皆様に御出席いただいておりますので、要綱に定める定

足数に達していることを、ここで御報告いたします。 

１点だけ改めてのご確認をさせていただきます。効果検証実施に係る委員会の運営

及び議事の取扱いですが、本件審議にかかる1回目の現地視察等及び2回目のヒアリ

ング調査については、企業ノウハウ等の情報が含まれるため、「横浜市の保有する

情報の公開に関する条例」第31条第３号に該当すると考えられることから、メール

連絡での事前承諾のとおり、「横浜市民間資金等活用事業審査委員会運営要綱」第

９条第１項及び第２項に基づき非公開とする形でよろしいか、ご確認をお願いしま

す。 

 

【齋藤委員長】 

要綱第９条により、あらためて本件に関する１，２回目の議事については、「非公

開」とすることでよろしいですか。 

 

【各委員】 

異議なし。 
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【齋藤委員長】 

これ以降の議事について、会議を非公開とします。 

 

【終了予定ＰＦＩ事業に関する事業手法における民間資金等の活用に 

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律第５条に規定する効果検証に 

むけた調査審議（事業概要説明及び現地視察等）について（協議））】 

以下の内容について事業所管課及びPFI事業者から、資料により説明 

・事業概要等について 

・横浜市北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業実施報告書 

の案について 

説明終了後、その後施設内の視察を実施 

 視察終了後、事業内容等について質疑を行った。 

 

 

以上 

資 料 ・横浜市民間資金等活用事業審査委員会運営要綱 

・委員名簿 

・諮問文 

・本日のスケジュール 

・資料 終了予定ＰＦＩ事業に関する事業手法 

 ・横浜市北部汚泥資源化センター 施設パンフレット 

・横浜市北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業実施報告書（案） 

 


